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平成 24 年第 15 回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言 平成 24 年７月 26 日（木） 午後１時 30 分 

 

２ 場 所 三条市役所栄庁舎 201 会議室 

 

３ 出 席 者 長沼委員長、坂爪委員、渡辺委員、須佐委員、長谷川教育長 

 

４ 説明のための出席者 

池浦教育部長、大平教育総務課長、久住子育て支援課長、高橋学校教育課長、

金子生涯学習課長、嘉代小中一貫教育推進室長、前澤小中一貫教育推進室主

幹、梨本三条学校給食共同調理場長、高野教育総務課課長補佐、大谷教育総

務課庶務係長 

 

５ 傍 聴 人 １人 

 

６ 議 題     

（１）教育委員会委員長の選挙について 

（２）教育委員会委員長職務代理委員の指定について 

（３）議席の決定について 

（４）会議録の承認 

平成 24 年第 13 回教育委員会定例会会議録について 

平成 24 年第 14 回教育委員会臨時会会議録について 

 

（５）報 告 

報第１号 平成 25 年度使用教科用図書の採択について 

報第２号 専決処分報告（三条市（仮称）第一中学校区統合小学校校名等制定委員会委

員の委嘱） 

報第３号 第一中学校区小中一体校開校準備委員会の進捗状況について 

 

（６）議 事 

議第１号 三条市学校給食共同調理場運営規則の一部改正について 

議第２号 三条市学校給食共同調理場運営委員会会議運営規程の廃止について 

議第３号 三条市学校給食運営委員会規則の制定について 

 

 （７）その他 

ア 下田地域複式学級に係る住民説明会経過報告について 

イ 一ノ木戸小学校及び裏館小学校改築事業竣工式並びに施設見学会について 
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ウ 小中一貫教育進捗状況について（概要報告） 

エ 次回教育委員会定例会の日程について 

 

７ 審議の経過及び結果 

（大平学校総務課長） 

それでは、これより始めさせていただきたいと思いますが、ご承知の通り、須佐委

員が昨日７月 25 日をもって委員としての任期が満了し、先の定例市議会において再

任の議決を得たことにより、本日 26 日付で改めて委員として任命をされたことにつ

きましてご報告をさせていただきます。開会に先立ちまして、須佐委員さんからご挨

拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（須佐委員） 

先ほど市役所本庁舎にて市長から辞令を交付していただきました。４年間、あっと

いう間でございました。また、この度再任ということで任命されたことに感謝します

とともに、気を引き締めて頑張っていきたいなと思っております。 

保護者である一員といたしまして、今後もこの教育に関して、教育委員として本当

に自分でできるだけのことをやって、この三条市の教育がいいものとなるよう、これ

からも頑張ってまいりますので、皆様にはこれからもよろしくお願いいたします。 

（大平学校総務課長） 

大変ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

本日は長沼委員長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 12 条第２項の規

定により、委員長の任期が１年と定められており、本日 26 日をもって委員長として

の任期が満了いたします。また、坂爪委員につきましては、三条市教育委員会規則第

８条第２項の規定によりまして、委員長職務代理委員の任期が１年と定められており

まして、昨日７月 25 日をもって委員長職務代理委員としての任期が満了しておりま

して、委員長職務代理委員が現在不在となっておるところでございます。 

本日はまず、明日不在となります委員長の選挙を行い、その後に現在不在となって

おります委員長職務代理委員の選出をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

それでは、以後の議事につきましては委員長さんにお願いいたします。 

 

（１） 教育委員会委員長の選挙について 

（長沼委員長） 

委員長については、三条市教育委員会規則第６条の規定により委員のうちから互選

することとされておりますが、ここでは同条第５項の規定により指名推薦の方法によ

り行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

ご異議がございませんので、それでは適任の方がいらっしゃいましたら御推薦をお
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願いいたします。 

（渡辺委員） 

現委員長であられます、長沼礼子委員を推薦いたします。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

ご異議がございませんので、長沼に決定いたしました。 

ただ今は推薦をいただきましてありがとうございます。私もあっという間の何年か

でございましたけれども、毎回毎回新しいことが起きて、本当に皆さん大変な中でい

ろいろ助けていただきまして、何とか私は委員長を務めさせていただきました。また

皆様のお助けをいただきまして、続けられますように、私も頑張りますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

 （２）教育委員会委員長職務代理委員の指定について 

（長沼委員長） 

委員長職務代理員の指定については、三条市教育委員会規則第８条第１項の規定に

より、指名推薦によることとされております。それでは、適任の方がいらっしゃいま

したら御推薦をお願いいたします。 

（渡辺委員） 

現委員長職務代理委員の、坂爪委員を推薦いたします。 

（長沼委員） 

有り難うございます。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員） 

ご異議がございませんので、委員長職務代理委員は坂爪委員に決定いたしました。

それでは坂爪委員から席を移動していただきまして、ご挨拶をお願いいたします。 

（坂爪委員） 

指名いただきましたので、また改めて頑張っていきたいと思っています。一番長老

になりますが、初心に戻って頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

（３） 議席の決定について 

（長沼委員長） 

このことにつきましては、三条市教育委員会会議規則第３条で、委員長を除く委員

の議席は抽選により定めることになっておりますが、事務局のほうで何か原案はあり

ますでしょうか。 

（大平学校教育課長） 

委員長職を除くということでございます。今までの慣例に倣いまして、一番委員に

委員長職務代理委員である坂爪委員さん、二番委員に渡辺委員さん、三番委員に須佐

委員さんとされてはいかかでしょうか。 
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（長沼委員長） 

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

――異議なしの声―― 

（長沼委員長） 

では、事務局からの提案どおり決定いたします。 

 

（４） 会議録の承認 

長沼委員長から平成 24年第 13回教育委員会定例会会議録及び平成 24年第 14回教育

委員会臨時会会議録について諮り、承認と決定 

 

（５） 報 告 

・ 報第１号 平成 25 年度使用教科用図書の採択について 

高橋学校教育課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

 

・ 報第２号 専決処分報告（三条市（仮称）第一中学校区統合小学校校名等制定委員

会委員の委嘱） 

大平教育総務課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

 

・ 報第３号 第一中学校区小中一体校開校準備委員会の進捗状況について 

嘉代小中一貫教育推進室長が説明 

（長沼委員長） 

ただ今の件につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。 

（渡辺委員） 

今の説明でよく理解することができました、ありがとうございました。それで、一体

校そのものの建築状況について今の段階を簡潔に説明していただけますか。 

（大平教育総務課長） 

今、一体校につきましては周辺整備工事と本体工事に着手しております。三高グラウ

ンド線の工事につきましてはすでに終了し、切りまわしをしておりますし、間野川など

の周辺整備工事もほぼ完了に近づいています。 

本体工事でございますけども、建築工事に着手しておりまして、基礎杭の方が全て完

了しております。これから基礎の部分、一番下の、学校の一階の下の基礎の部分なんで

すけども、それをつくるための床堀を今行っておりまして、見ていただくとわかると思

いますけど、一生懸命土を運んでいるような状況です。全体の進捗率といたしましては、

おおむね 10％位ということでございます。よろしくお願いします。 

全員異議なく承認と決定 
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（６） 議 事 

・ 議第１号 三条市学校給食共同調理場運営規則の一部改正について 

・ 議第２号 三条市学校給食共同調理場運営委員会会議運営規程の廃止について 

・ 議第３号 三条市学校給食運営委員会規則の制定について 

梨本三条学校給食共同調理場長が一括説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

 

（７） そ の 他 

  ア 下田地域複式学級に係る住民説明会経過報告について 

高橋学校教育課長が説明 

（長沼委員長） 

ただ今の件につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。 

主な意見のところで、年配の世代の方は一つの学校に統合を望んでいるという意見が

ありますが、これについてもう少し詳しく説明していただけますか。 

（高橋学校教育課長） 

このご意見を言った方が少しご年配だったというだけで、何年後、または何十年後か

わかりませんが、複式学級を解消しましょうという話で考えていくと、例えば荒沢小学

校と森町小学校が統合すると、六年後までは複式学級はどの学校にも発生しないことに

なります。 

ただ、三条市内で年間160人ずつ子どもが少なくなっているという現実があるわけで、

森町、荒沢、下田地区にしても、子どもの数が現状のまま推移するというわけではなく、

だんだん少なくなっていくとしたら、統合してもまた何年後かには、再編のようなこと

になるのであれば一つの小学校にしてしまったらどうかというようなご意見でありま

す。 

ただ私どもは、いろいろな歴史的な背景やこれまでの流れの中で、今、１校になりま

しょうとなるとかなりの時間が必要になってきて、今、目の前の子どもたちが本当に幸

せな状況になれるのかということを考えると、とりあえずできるところから、話を進め

させてもらうというふうに考えていきたいと思います。 

（須佐委員） 

意見の中で、下から４つ目の「先生の疲労が蓄積しないうちに」とありますが、これ

は上の部分の複式学級の現状からきてるんですか。 

（高橋学校教育課長） 

複式学級というのは、仮に３年生と４年生という２つの学年が一緒になったとしま

す。そうすると、普通は３年生の算数なら、教員はその３年生の学級に向かって、今日、

割り算の勉強しようねということになりますが、３年生と４年生がいると、算数の場合

には、どうしても３年生は割り算をやっているけれども、４年生は小数の足し算のよう

なことが発生するわけですね。そうすると、だから３年生の子どもにも割り算の教え方
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をどう教えたらいいかというのを考える、しかも今度は４年生の小数の教え方も考えな

ければならない。３年生の皆さん割り算はこうしますよと教えているときには、４年生

は別なことやっていなければならない。そうすると、３年生に割り算の教えているとき

に、４年生は自分たちの勉強ができるようにする。４年生の小数の足し算を教えている

ときには、３年生が今度は自分たちで勉強ができるようにしなければならない。そうい

うことを年中やっていかなければならないので、先生は２学年分教えなければならな

い。 

そういうことで子供たちに教える内容としてはプリントを２種類つくるけれども、採

点する枚数は何分の１でもないというような、そういう部分があるんですが、２学年分

教えるという苦労があります。 

そういうふうにすると、45 分の中で半分しか子どもは先生の目を向けられないわけ

で。それで考えついたのが、例えば、３年生で太陽の勉強をして、４年生で月の勉強を

するとしますね。そうすると、いっそのこと最初に太陽の勉強をして、次に４年生の月

の勉強はというので、３年生も４年生も月の勉強をするという方法があります。その場

合、今度は４年生になって太陽の勉強をするみたいな。そういうふうにすると、２年間

かけて３年生と４年生の内容をみんなやる。極端な話が、小学校の５年生で、６年生の

歴史の勉強を先にやる学年と、日本の工業などの勉強を後でやる学年とか、そんなふう

に２年間を一緒にするような方法、これをＡＢ年度方式というんですが、そうすると５

年生も、６年生も、３年生もとりあえずみんな同じ勉強ができるようになるんです。 

大体本来は５年生、６年生と勉強することになっていますので、例えば、６年生の歴

史の勉強を５年生でやることになると、日本の地理とかいろんな話が、例えば関ケ原の

戦いとか出てくるんだけどどこだろうな関ケ原というような状況があったりするんで

すね。そういう無理がある中で、やっぱりどうしてもしていく。 

どっちにしろ、やっぱり人数が少ないという部分では先生方は楽ですけれども、教え

方の中で非常に無理というか、難しさがある。難しいといってもやらないわけにはいか

ないので何とかしていこうというふうに考えると先生方は大変だと。 

もう１つ究極の方法があって、たった６人しかいないで３年生、４年生なんだけれど

も、ここに教員が一人しかいませんから、もう一人教員を増員すると、３年生は３年生、

４年生は４年生でできるようになるんですね。 

（池浦教育部長） 

高橋課長、ご質問がその蓄積の意味の話なんで。そういうことですよね。 

（高橋学校教育課長） 

そうです。なので校長先生や教頭先生がみんな授業している状態が発生するんだと。

こんなに大変で疲労が蓄積をします。 

（須佐委員） 

大変よくわかりました。 

 

  イ 一ノ木戸小学校及び裏館小学校改築事業竣工式並びに施設見学会について 
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大平教育総務課長が説明 

（長沼委員長） 

ただ今の件につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。 

（須佐委員） 

市民を対象とした施設見学会ということで、その広報はどのようにしていますか。 

（大平教育総務課長） 

広報につきましては、８月１日号の「広報さんじょう」に、施設見学会の案内を出し

たいと思っておりますし、８月７日に市長の定例記者会見がございますので、その中で

もご案内をさせていただくような予定とさせていただいています。 

（須佐委員） 

細かいことですが、その際の市民の方が来られて、中は土足禁止ですよね。その辺は

上履きを持ってきてもらったり、スリッパがいるかということも。 

（大平教育総務課長） 

広報では、事前の申込みは不要とさせていただいておりまして、直接現地においでい

ただくと。ただ駐車場はございませんので、市役所の駐車場等を使っていただくという

ことと、あと、必ず内履きをご用意してくださいということで、ご案内していますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

  ウ 小中一貫教育進捗状況について（概要報告） 

嘉代小中一貫教育推進室長が説明 

（渡辺委員） 

実践発表会の方ですが、これ、分散会１、２とあるわけですけど、この辺の参加状況

は、例えば教育委員の方はどういうふうに。やはり、あんまり肩入れのないようにもっ

てった方がいいんじゃないかなあと思って、過ぎていますけど、私、この会に出るかな

と思っていたんですけど、どんなもんですか。 

（嘉代小中一貫教育推進室長） 

それぞれのご意向を、改めて個々にご確認をさせていただきながら、とりあえず今渡

辺委員さんの話にございましたように、うまく分けられる形でご覧いただければなとい

う思いもございますし。ただ、第一分散会、第二分散会、それぞれ別々の中学校でござ

いますので、場合によっては委員さん方から全部見てもらうことも考えられますので、

その辺は今一度、ご相談する機会を設けさせていただけないでしょうか。 

（長沼委員長） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

  エ 次回教育委員会定例会の日程について 

    大平教育総務課長から提案があり、委員長が諮り次のとおり決定する。 

    日 時  平成 24 年８月 28 日（火） 午前 10 時 

    会 場  三条市役所栄庁舎 201 会議室 
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８ 閉会宣言  平成 24 年７月 26 日 午後２時 40 分 

    三条市教育委員会会議規則第 38 条及び第 39 条の規定により、会議の顛末を記載してこ

こに署名する。 

 

                        三条市教育委員会 

                         委員長 長沼 礼子 

 


